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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞収容容器であって、
　底壁部、天井壁部、側壁部、隔壁部、給排部、および通気部を備え、
　前記底壁部、前記天井壁部、前記側壁部は、当該細胞収容容器の内部空間を画定し、
　前記底壁部と前記天井壁部とは、前記側壁部を介して互いに離間して設けられ、
　前記側壁部は、前記底壁部から前記天井壁部に至るまで延びており、
　前記給排部は、前記側壁部に設けられ、前記内部空間と当該細胞収容容器の外側の空間
とを連通し、前記底壁部の側に配置され、
　前記底壁部の表面は、前記内部空間に面しており、前記給排部の内側の面に接続され、
　前記通気部は、前記側壁部に設けられ、前記内部空間と当該細胞収容容器の外側の空間
とを連通し、
　前記隔壁部は、前記内部空間において前記底壁部から前記天井壁部に向けて延びており
、前記通気部の前方に該通気部を覆うように隔離領域を画定し、
　前記底壁部から前記天井壁部に向けて延びる前記隔壁部の二つの端辺は、前記側壁部に
接合され、
　前記隔壁部の前記二つの端辺の間には、前記隔離領域の側にある前記通気部の開口が配
置され、
　前記隔壁部と前記天井壁部との間には、第１の隙間領域が設けられ、
　前記第１の隙間領域は、前記内部空間において前記隔離領域の内側と該隔離領域の外側
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とを連通する、
　細胞収容容器。
【請求項２】
　突起部を更に備え、
　前記突起部は、前記内部空間において前記天井壁部から前記底壁部に向けて延びており
、前記内部空間における前記隔離領域の外側において前記隔壁部に沿って延びており、第
１の隙間領域を覆うように設けられ、
　前記突起部と前記隔壁部との間には、第２の隙間領域が設けられている、
　請求項１に記載の細胞収容容器。
【請求項３】
　前記底壁部の前記表面は、前記給排部の側から前記側壁部の側に向かうにつれて前記天
井壁部に近づくように傾斜している、
　請求項１または請求項２に記載の細胞収容容器。
【請求項４】
　前記底壁部の前記表面は、複数の表面領域に区分けされ、
　前記複数の表面領域のそれぞれは、平坦であり、前記給排部の側から前記側壁部の側に
向かうにつれて前記天井壁部に近づくように傾斜している、
　請求項３に記載の細胞収容容器。
【請求項５】
　前記底壁部の前記表面は、曲面である、
　請求項３に記載の細胞収容容器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の実施形態は、細胞を収容する細胞収容容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
再生医療において、組織や臓器が細胞培養によって人工的に造られる。特許文献１，２に
は、培養容器において培養された細胞を回収するための技術等が開示されている。特許文
献１には、接着面から剥離した細胞を回収することを目的とした技術が開示されている。
特許文献２には、立体容器を横たえた状態において培養液などの液状物を給排または細胞
を培養する際に当該液状物が漏洩することを防止することを目的とした技術が開示されて
いる。特許文献３には、培地交換作業を自動化する細胞培養用ジグおよび自動培地交換シ
ステムに係る技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２３５５４１号公報
【特許文献２】特開２００９－３４０７８号公報
【特許文献３】特開２０１５－８４６８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
これらの細胞培養システムにおいては、外部からの細菌やウイルス等の汚染を防ぐために
閉鎖系の細胞培養容器が用いられる。例えば、接着性の細胞培養においては培養容器の底
面に接着した細胞を収穫する場合に、まず細胞と培養容器の底面との間の接着力を酵素等
を用いて低減したうえで細胞を培地、培養液、細胞懸濁液と共に押し流す方法が用いられ
る。閉鎖系細胞培養容器から押し流された培地、培養液、細胞懸濁液は、培地、培養液、
細胞懸濁液を収容する閉鎖系の細胞収容容器に収容され得る。収容容器に対する培地、培
養液、細胞懸濁液の給排は、収容容器内の気圧の調節によって実現される。収容容器内の
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気圧の調節は、収容容器内における気体の給気および排気によって行われる。収容容器内
における気体の給気および排気は、収容容器に設けられる通気口を介して行われる。収容
容器の内部は、通気口を介して収容容器の外部（具体的には、気体を給気および排気する
ポンプ等）に通じる。この場合、培地、培養液、細胞懸濁液が収容容器に収容されている
状態においては、収容された培地、培養液、細胞懸濁液が、通気口を介して、収容容器の
外部に漏洩する場合がある。したがって、収容容器に収容されている培地、培養液、細胞
懸濁液が収容容器の外部に漏洩する事態を回避する技術が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
一態様においては、細胞収容容器が提供される。この細胞収容容器は、底壁部、天井壁部
、側壁部、隔壁部、給排部、および通気部を備え、底壁部、天井壁部、側壁部は、細胞収
容容器の内部空間を画定し、底壁部と天井壁部とは、側壁部を介して互いに離間して設け
られ、側壁部は、底壁部から天井壁部に至るまで延びており、給排部は、側壁部に設けら
れ、内部空間と細胞収容容器の外側の空間とを連通し、底壁部の側に配置され、底壁部の
表面は、内部空間に面しており、給排部の内側の面に接続され、通気部は、側壁部に設け
られ、内部空間と細胞収容容器の外側の空間とを連通し、隔壁部は、内部空間において底
壁部から天井壁部に向けて延びており、通気部の前方に該通気部を覆うように隔離領域を
画定し、底壁部から天井壁部に向けて延びる隔壁部の二つの端辺は、側壁部に接合され、
隔壁部の二つの端辺の間には、隔離領域の側にある通気部の開口が配置され、隔壁部と天
井壁部との間には、第１の隙間領域が設けられ、第１の隙間領域は、内部空間において隔
離領域の内側と隔離領域の外側とを連通する。
【０００６】
上記の一態様によれば、隔壁部によって画定される隔離領域と隔壁部と天井壁部との間に
設けられる隙間領域とを介して、通気部と細胞収容容器の内部空間（より詳細には内部空
間から隔離領域を除いた領域）とが連通されるので、通気部を介して内部空間（より詳細
には内部空間から隔離領域を除いた領域）の気圧が調節され得る。内部空間（より詳細に
は内部空間から隔離領域を除いた領域）の気圧が調節されることによって、内部空間（よ
り詳細には内部空間から隔離領域を除いた領域）に対する培地、培養液、細胞懸濁液の給
排が給排部を介して良好に行われる。内部空間（より詳細には内部空間から隔離領域を除
いた領域）に培地、培養液、細胞懸濁液が収容されている場合においても、隔壁部が通気
部の開口を覆っているので、培地、培養液、細胞懸濁液の通気部への流入が隔壁部によっ
て十分に抑制される。
【０００７】
一実施形態では、細胞収容容器は、突起部を更に備え、突起部は、内部空間において天井
壁部から底壁部に向けて延びており、内部空間における隔離領域の外側において隔壁部に
沿って延びており、第１の隙間領域を覆うように設けられ、突起部と隔壁部とは、ラビリ
ンス構造を成し、突起部と隔壁部との間には、第２の隙間領域が設けられている。このよ
うに、突起部によって天井壁部と隔壁部との間に設けられた第１の隙間領域が覆われてお
り、更に、突起部と隔壁部との間に設けられた第２の隙間領域によって天井壁部の側にお
いてラビリンス構造が形成されているので、内部空間（より詳細には内部空間から隔離領
域を除いた領域）に培地、培養液、細胞懸濁液が収容されている場合においても、培地、
培養液、細胞懸濁液の通気部への流入がより十分に抑制され得る。
【０００８】
一実施形態では、底壁部の表面は、給排部の側から側壁部の側に向かうにつれて天井壁部
に近づくように傾斜している。一実施形態に係る底壁部の表面は、複数の表面領域に区分
けされ、複数の表面領域のそれぞれは、平坦であり、給排部の側から側壁部の側に向かう
につれて天井壁部に近づくように傾斜している。または、一実施形態に係る底壁部の表面
は、曲面である。このように、底壁部の表面が給排部の側から側壁部の側に向かうにつれ
て傾斜しているので、細胞収容容器が水平面に載置され底壁部および天井壁部が水平に延
びている状態（平置きされた状態）において、内部空間（より詳細には内部空間から隔離
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領域を除いた領域）に収容された培地、培養液、細胞懸濁液を給排部から排出する場合に
、培地、培養液、細胞懸濁液が給排部から良好に排出され得る。
【発明の効果】
【０００９】
以上説明したように、収容容器に収容されている培地、培養液、細胞懸濁液が収容容器の
外部に漏洩する事態を回避する技術が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る平面側前方斜視図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る平面側後方斜視図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る右側面図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る左側面図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る平面図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る底面図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る正面図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る背面図である。
【図９】図９は、第１の実施形態に係る底面側後方斜視図である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態に係る底面側前方斜視図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態に係るＤ－Ｄ，Ｅ－Ｅ部分における拡大Ｃ－Ｃ断面
図である。
【図１２】図１２は、第１の実施形態に係るＤ－Ｄ部分における拡大Ｂ－Ｂ断面図である
。
【図１３】図１３は、第１の実施形態に係るＡ－Ａ断面図である。
【図１４】図１４は、第１の実施形態に係る内部空間の側における底壁部の表面の形状を
示す図である。
【図１５】図１５は、第１の実施形態に係る隔壁部の構成および配置を示す図である。
【図１６】図１６は、第２の実施形態に係る平面側前方斜視図である。
【図１７】図１７は、第２の実施形態に係る平面側後方斜視図である。
【図１８】図１８は、第２の実施形態に係る右側面図である。
【図１９】図１９は、第２の実施形態に係る左側面図である。
【図２０】図２０は、第２の実施形態に係る平面図である。
【図２１】図２１は、第２の実施形態に係る底面図である。
【図２２】図２２は、第２の実施形態に係る正面図である。
【図２３】図２３は、第２の実施形態に係る背面図である。
【図２４】図２４は、第２の実施形態に係る底面側後方斜視図である。
【図２５】図２５は、第２の実施形態に係る底面側前方斜視図である。
【図２６】図２６は、第２の実施形態に係るＤ－Ｄ，Ｅ－Ｅ部分における拡大Ｃ－Ｃ断面
図である。
【図２７】図２７は、第２の実施形態に係るＤ－Ｄ部分における拡大Ｂ－Ｂ断面図である
。
【図２８】図２８は、第２の実施形態に係るＡ－Ａ断面図である。
【図２９】図２９は、第２の実施形態に係る内部空間の側における底壁部の表面の形状を
示す図である。
【図３０】図３０は、第１の実施形態に係る参考底面側後方斜視図である。
【図３１】図３１は、第１の実施形態に係るＤ－Ｄ，Ｅ－Ｅ部分における参考拡大Ｃ－Ｃ
断面図である。
【図３２】図３２は、第１の実施形態に係るＤ－Ｄ部分における参考拡大Ｂ－Ｂ断面図で
ある。
【図３３】図３３は、第１の実施形態に係る参考Ａ－Ａ断面図である。
【図３４】図３４は、第２の実施形態に係る参考底面側後方斜視図である。
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【図３５】図３５は、第２の実施形態に係るＤ－Ｄ，Ｅ－Ｅ部分における参考拡大Ｃ－Ｃ
断面図である。
【図３６】図３６は、第２の実施形態に係るＤ－Ｄ部分における参考拡大Ｂ－Ｂ断面図で
ある。
【図３７】図３７は、第２の実施形態に係る参考Ａ－Ａ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
以下、図面を参照して種々の実施形態について詳細に説明する。なお、各図面において同
一または相当の部分に対しては同一の符号を附すこととする。
【００１２】
（第１の実施形態）
第１の実施形態に係る細胞収容容器１の構成を、図１～図１５に示す。図１は、第１の実
施形態に係る平面側前方斜視図である。図２は、第１の実施形態に係る平面側後方斜視図
である。図３は、第１の実施形態に係る右側面図である。図４は、第１の実施形態に係る
左側面図である。図５は、第１の実施形態に係る平面図である。図６は、第１の実施形態
に係る底面図である。図７は、第１の実施形態に係る正面図である。図８は、第１の実施
形態に係る背面図である。図９は、第１の実施形態に係る底面側後方斜視図である。図１
０は、第１の実施形態に係る底面側前方斜視図である。図１１は、第１の実施形態に係る
Ｄ－Ｄ，Ｅ－Ｅ部分における拡大Ｃ－Ｃ断面図である。図１２は、第１の実施形態に係る
Ｄ－Ｄ部分における拡大Ｂ－Ｂ断面図である。図１３は、第１の実施形態に係るＡ－Ａ断
面図である。図１４は、第１の実施形態に係る内部空間の側における底壁部の表面の形状
を示す図である。図１５は、第１の実施形態に係る隔壁部の構成および配置を示す図であ
る。
【００１３】
細胞収容容器１は、例えばiPS細胞、ES細胞等の多能性幹細胞、骨髄間質細胞（MSC：Marr
ow　Stromal　Cell）等の軟骨細胞、樹状細胞等の様々な接着性（付着性）細胞の培養に
用いられる培地、培養液、細胞懸濁液を収容する用途に利用され得る。また、細胞収容容
器１は、例えば血球系細胞、好ましくはＴ細胞およびＢ細胞等の浮遊細胞の培養に用いる
培地、培養液、細胞懸濁液を収容する用途、あるいは細胞培養する培養容器としても利用
され得る。細胞収容容器１は、収容部１Ａ、枠部１Ｂを備える。細胞収容容器１の材料は
、一実施形態において、高光透過性を有する（透明な）樹脂、例えばポリスチレン等を含
み得る。細胞収容容器１が光透過性を有する場合、細胞収容容器１の収容部１Ａ内におい
て培養中の細胞を、細胞収容容器１の外部から光学的に観察することが容易となる。細胞
収容容器１は、例えば射出成形により一体に形成され得る。
【００１４】
収容部１Ａは、底壁部１Ａ１、天井壁部１Ａ２、側壁部１Ａ３、隔壁部１Ａ４、給排部１
Ａ５、および、通気部１Ａ６を備える。収容部１Ａは、突起部１Ａ７を更に備える。収容
部１Ａにおいて、底壁部１Ａ１、天井壁部１Ａ２、側壁部１Ａ３は、細胞収容容器１の収
容部１Ａの内部空間ＳＰを画定する。内部空間ＳＰは、主空間ＳＰ１と隔離領域ＥＲとを
含む。内部空間ＳＰにおいて、主空間ＳＰ１と隔離領域ＥＲとは、隔壁部１Ａ４によって
分けられている。内部空間ＳＰにおいて、主空間ＳＰ１と隔離領域ＥＲとは、後述する隙
間領域ＶＤ１（第１の隙間領域）および隙間領域ＶＤ２（第２の隙間領域）を介して、連
通している。
【００１５】
底壁部１Ａ１と天井壁部１Ａ２とは、側壁部１Ａ３を介して互いに離間して設けられてい
る。底壁部１Ａ１と天井壁部１Ａ２とは、互いに向かい合って延びている。側壁部１Ａ３
は、底壁部１Ａ１から天井壁部１Ａ２に至るまで延びている。側壁部１Ａ３は、底壁部１
Ａ１の縁に沿って設けられていると共に、天井壁部１Ａ２の縁に沿って設けられている。
側壁部１Ａ３は、底壁部１Ａ１の縁から天井壁部１Ａ２の縁に至るまで延びている。底壁
部１Ａ１、天井壁部１Ａ２、側壁部１Ａ３によって、細胞収容容器１の収容部１Ａをなす
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箱の形状が画定される。
【００１６】
給排部１Ａ５は、側壁部１Ａ３に設けられている。給排部１Ａ５は、底壁部１Ａ１寄り（
底壁部の側）に配置されている。給排部１Ａ５は、内部空間ＳＰの主空間ＳＰ１と細胞収
容容器１の収容部１Ａの外側の空間とを連通する。底壁部１Ａ１の表面１Ａ１ｆは、内部
空間ＳＰに面しており、給排部１Ａ５の内側の面に接続されている。表面１Ａ１ｆは、一
実施形態において、給排部１Ａ５の内側の面に、段差無く滑らかに接続され得る。給排部
１Ａ５は、開口１Ａ５ａ、開口１Ａ５ｂを備える。給排部１Ａ５の内側の面は、開口１Ａ
５ａから開口１Ａ５ｂに至るまで延びている。開口１Ａ５ａは、内部空間ＳＰの側にあり
、内部空間ＳＰの主空間ＳＰ１に面している。開口１Ａ５ｂは、細胞収容容器１の収容部
１Ａの外側の空間の側にあり、この空間に面している。給排部１Ａ５は、培地、培養液、
細胞懸濁液等の液体（以下、単に液体という場合がある）の流通路である。給排部１Ａ５
の開口部には図示しない例えば弾性体からなる封止部材が挿入され、封止部材を介して、
収容部１Ａの主空間ＳＰ１に対する液体の供給および排出が気密に行われ得る。細胞収容
容器１が水平面に載置されている状態において（この場合、底壁部１Ａ１は水平面に沿っ
て延びており、底壁部１Ａ１の表面１Ａ１ｆは側壁部１Ａ３の側から給排部１Ａ５の開口
１Ａ５ａの側に向けて下がるように（天井壁部１Ａ２から離隔するように）傾斜している
）、給排部１Ａ５を介して細胞収容容器１の外部から供給される液体は、開口１Ａ５ａ（
更には開口１Ａ５ｂ）が閉じられた状態においては主空間ＳＰ１に収容され得る。
【００１７】
通気部１Ａ６は、側壁部１Ａ３に設けられている。通気部１Ａ６は、一実施形態において
、底壁部１Ａ１寄りに配置され得る。通気部１Ａ６は、内部空間ＳＰの隔離領域ＥＲと細
胞収容容器１の収容部１Ａの外側の空間とを連通する。通気部１Ａ６は、開口１Ａ６ａ、
開口１Ａ６ｂを備える。通気部１Ａ６の内側の面は、開口１Ａ６ａから開口１Ａ６ｂに至
るまで延びている。開口１Ａ６ａは、内部空間ＳＰの側にあり、内部空間ＳＰの隔離領域
ＥＲに面している。開口１Ａ６ｂは、細胞収容容器１の収容部１Ａの外側の空間の側にあ
り、この空間に面している。通気部１Ａ６は、気体（主空間ＳＰ１の内部圧力の調節に用
いる気体であり、以下では単に気体という場合がある）の流通路である。通気部１Ａ６を
介して、収容部１Ａの主空間ＳＰ１に対する気体の供給および排出が行われ得る。
【００１８】
収容部１Ａの内部空間ＳＰは、給排部１Ａ５の開口１Ａ５ａ（更には開口１Ａ５ｂ）およ
び通気部１Ａ６の開口１Ａ６ａ（更には開口１Ａ６ｂ）が図示しない例えば弾性体からな
る封止部材が挿入されて閉じられた状態において、気密が維持される。細胞収容容器１の
外側から収容部１Ａの内部空間ＳＰへのアクセスは、前述の封止部材にニードル状の接続
部材を挿入することで、気密状態を維持したまま行われ得る。
【００１９】
隔壁部１Ａ４は、内部空間ＳＰにおいて、底壁部１Ａ１から天井壁部１Ａ２に向けて延び
ている（例えば特に図１５を参照）。隔壁部１Ａ４は、底壁部１Ａ１に接合されている。
隔壁部１Ａ４は、内部空間ＳＰにおいて、通気部１Ａ６の前方に、通気部１Ａ６を覆うよ
うに（より具体的には、通気部１Ａ６の開口１Ａ６ａを覆うように）、主空間ＳＰ１と隔
離領域ＥＲとを画定する。隔壁部１Ａ４は、主空間ＳＰ１と隔離領域ＥＲとを画定するよ
うに、底壁部１Ａ１と側壁部１Ａ３とに接合される。隔壁部１Ａ４は、端辺部１Ａ４ａ、
端辺部１Ａ４ｂ、端辺部１Ａ４ｃ、端辺部１Ａ４ｄを備える。このように隔壁部１Ａ４は
、平面視で四辺を有している板状の形を有している。隔壁部１Ａ４は、表面１Ａ４ｆを有
する。表面１Ａ４ｆは、端辺部１Ａ４ａ、端辺部１Ａ４ｂ、端辺部１Ａ４ｃ、端辺部１Ａ
４ｄによって画定される。表面１Ａ４ｆは、内部空間ＳＰにおいて、主空間ＳＰ１に面し
ている。表面１Ａ４ｆに対する隔壁部１Ａ４の裏面は、内部空間ＳＰにおいて、隔離領域
ＥＲに面している。
【００２０】
端辺部１Ａ４ａおよび端辺部１Ａ４ｂの延びている方向と、端辺部１Ａ４ｃおよび端辺部
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１Ａ４ｄの延びている方向とは、互いに交差する。端辺部１Ａ４ａ、端辺部１Ａ４ｂは、
互いに並んで端辺部１Ａ４ｃから端辺部１Ａ４ｄに至るまで延びている。端辺部１Ａ４ａ
は、底壁部１Ａ１に接合されており、底壁部１Ａ１の表面１Ａ１ｆに沿って（細胞収容容
器１が水平面に載置されている状態において水平面に対し傾斜している表面１Ａ１ｆに沿
って）延びている。端辺部１Ａ４ｂは、天井壁部１Ａ２に対向しており、天井壁部１Ａ２
に近接した位置において天井壁部１Ａ２に沿って延びている。端辺部１Ａ４ｃ、端辺部１
Ａ４ｄは、互いに並んで端辺部１Ａ４ａから端辺部１Ａ４ｂに至るまで延びている。端辺
部１Ａ４ｃの一端と端辺部１Ａ４ｄの一端とは、共に底壁部１Ａ１に接合されている。端
辺部１Ａ４ｃ、端辺部１Ａ４ｄは、底壁部１Ａ１から天井壁部１Ａ２に向けて延びており
、側壁部１Ａ３にそれぞれが接合されている。
【００２１】
側壁部１Ａ３において端辺部１Ａ４ｃと端辺部１Ａ４ｄとの間には、内部空間ＳＰの側に
ある通気部１Ａ６の開口１Ａ６ａが配置される。隔壁部１Ａ４と天井壁部１Ａ２との間に
は、隙間領域ＶＤ１が設けられる。隙間領域ＶＤ１は、隔壁部１Ａ４の端辺部１Ａ４ｂと
天井壁部１Ａ２との間に配置される。隙間領域ＶＤ１は、内部空間ＳＰにおいて、隔離領
域ＥＲの内側と隔離領域ＥＲの外側（主空間ＳＰ１）とを連通する。
【００２２】
突起部１Ａ７は、内部空間ＳＰ（具体的には主空間ＳＰ１）において天井壁部１Ａ２から
底壁部１Ａ１に向けて延びている。突起部１Ａ７は、内部空間ＳＰにおける隔離領域ＥＲ
の外側（主空間ＳＰ１の側）において隔壁部１Ａ４（より具体的には隔壁部１Ａ４の表面
１Ａ４ｆ）に沿って延びている。突起部１Ａ７は、内部空間ＳＰ（具体的には主空間ＳＰ
１）において、隙間領域ＶＤ１を覆うように設けられている。突起部１Ａ７と隔壁部１Ａ
４とは、ラビリンス（labyrinth）構造を成す。突起部１Ａ７と隔壁部１Ａ４との間には
、隙間領域ＶＤ２が設けられている。
【００２３】
細胞収容容器１の外部から通気部１Ａ６を介して収容部１Ａの内部空間ＳＰ（具体的には
主空間ＳＰ１）に供給される気体は、通気部１Ａ６の開口１Ａ６ｂから、開口１Ａ６ａ、
隔離領域ＥＲ、隙間領域ＶＤ１、隙間領域ＶＤ２を順に介して主空間ＳＰ１に至る。一方
で、突起部１Ａ７と隔壁部１Ａ４との間に設けられたラビリンス構造は、主空間ＳＰ１に
収容された液体が、隙間領域ＶＤ２を介して隔離領域ＥＲに侵入し、通気部１Ａ６へ到達
する事態を回避する。このラビリンス構造によって、収容部１Ａの主空間ＳＰ１への培地
等の液体の供給時や、主空間ＳＰ１が培地等の液体で満たされた状態の細胞収容容器１を
運搬する際に、隔離領域ＥＲへの液体の侵入が効果的に防がれる。
【００２４】
細胞収容容器１が水平面に載置されている状態において、給排部１Ａ５を介した主空間Ｓ
Ｐ１に対する液体の供給および排出は、通気部１Ａ６に液体が侵入することなく、通気部
１Ａ６を介した気体の供給および排出によって内部空間ＳＰ内の気圧の増減（調節）によ
って、行われ得る。
【００２５】
底壁部１Ａ１の構成について、更に詳細に説明する。底壁部１Ａ１は、一実施形態におい
て、略均一な厚みを有し得る。従って、表面１Ａ１ｆに対する底壁部１Ａ１の裏面は、表
面１Ａ１ｆに略平行（本明細書において、略平行とは必ずしも幾何学的に厳密な意味の平
行に限るものではないことを示している。以下同様。）に延びている。当該裏面は、表面
１Ａ１ｆと同様に傾斜している。底壁部１Ａ１の表面１Ａ１ｆは、給排部１Ａ５の開口１
Ａ５ａの側から側壁部１Ａ３の側に向かうにつれて天井壁部１Ａ２に近づくように傾斜し
ている。細胞収容容器１が水平面に載置されている状態において、表面１Ａ１ｆは、側壁
部１Ａ３の側から給排部１Ａ５の開口１Ａ５ａの側に向かうにつれて、下がるように（天
井壁部１Ａ２から離隔するように）、傾斜している。細胞収容容器１が水平面に載置され
ている状態において、天井壁部１Ａ２は、水平に延びており、底壁部１Ａ１の表面１Ａ１
ｆは、水平面に対して（天井壁部１Ａ２の延びる方向に対して）、傾斜している。表面１
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Ａ１ｆの形状は、例えば、細胞収容容器１が水平面に載置されている状態において表面１
Ａ１ｆの何れの位置においても球体を表面１Ａ１ｆに載置すれば、当該球体が重力によっ
て表面１Ａ１ｆを転がり給排部１Ａ５の開口１Ａ５ａに至るように、設けられている。従
って、細胞収容容器１が水平面に載置され、給排部１Ａ５の開口１Ａ５ａが閉じられ、主
空間ＳＰ１に液体が収容されている状態から、開口１Ａ５ａを開放して、主空間ＳＰ１に
収容されている液体を給排部１Ａ５を介して外部に排出する場合には、底壁部１Ａ１の表
面１Ａ１ｆが上記のように傾斜しているので、細胞収容容器１を傾けることなく、液体が
重力によって表面１Ａ１ｆ上を流れて効率よく給排部１Ａ５に集められ、給排部１Ａ５か
ら外部に排出され得る。
【００２６】
また、底壁部１Ａ１の表面１Ａ１ｆは、複数の表面領域に区分けされ、当該複数の表面領
域のそれぞれは、平坦であり、給排部１Ａ５の側から側壁部１Ａ３の側に向かうにつれて
天井壁部１Ａ２に近づくように傾斜していることができる。第１の実施形態において、具
体的には、図６、図９、図１０、図１３、図１４に示すように、底壁部１Ａ１の表面１Ａ
１ｆは、二つの表面領域（表面領域ＰＥ１ａ、表面領域ＰＥ１ｂ）に区分けされ得る。表
面１Ａ１ｆは、表面領域ＰＥ１ａ、表面領域ＰＥ１ｂを備える。表面領域ＰＥ１ａ、表面
領域ＰＥ１ｂのそれぞれは、平坦であり、給排部１Ａ５の側から側壁部１Ａ３の側に向か
うにつれて天井壁部１Ａ２に近づくように傾斜していることができる。
【００２７】
枠部１Ｂは、底部１Ｂ１、壁部１Ｂ２を備える。収容部１Ａは、底部１Ｂ１上に設けられ
ている。底部１Ｂ１は、板状の形を有する。収容部１Ａは、底部１Ｂ１の略中央に配置さ
れる。壁部１Ｂ２は、底部１Ｂ１の外縁に沿って設けられている。壁部１Ｂ２は、収容部
１Ａの側壁部１Ａ３に沿って、側壁部１Ａ３に略平行に、延びている。給排部１Ａ５の開
口１Ａ５ｂ、および、通気部１Ａ６の開口１Ａ６ｂは、壁部１Ｂ２に設けられている。
【００２８】
以上説明した一実施形態に係る細胞収容容器１によれば、隔壁部１Ａ４によって画定され
る隔離領域ＥＲと隔壁部１Ａ４と天井壁部１Ａ２との間に設けられる隙間領域ＶＤ１とを
介して、通気部１Ａ６と内部空間ＳＰの主空間ＳＰ１とが連通されるので、通気部１Ａ６
を介して内部空間ＳＰの主空間ＳＰ１の気圧が調節され得る。主空間ＳＰ１の気圧が調節
されることによって、主空間ＳＰ１に対する液体の給排が給排部１Ａ５を介して良好に行
われる。主空間ＳＰ１に液体が収容されている場合においても、隔壁部１Ａ４が通気部１
Ａ６の開口１Ａ６ａを覆っているので、主空間ＳＰ１に収容された液体の通気部１Ａ６へ
の流入が隔壁部１Ａ４によって十分に抑制される。
【００２９】
また、突起部１Ａ７によって天井壁部１Ａ２と隔壁部１Ａ４との間に設けられた隙間領域
ＶＤ１が覆われており、更に、突起部１Ａ７と隔壁部１Ａ４との間に設けられた隙間領域
ＶＤ２によって天井壁部１Ａ２の側においてラビリンス構造が形成されているので、内部
空間ＳＰの主空間ＳＰ１に液体が収容されている場合においても、当該液体の通気部１Ａ
６への流入が十分に抑制され得る。この場合、主空間ＳＰ１に収容された液体の表面（液
面）が突起部１Ａ７の表面より低い高さに位置していれば、当該液体が隔壁部１Ａ４から
溢れて通気部１Ａ６に侵入することはない。また、主空間ＳＰ１が液体で満たされた状態
の細胞収容容器１を運搬する際に、隔離領域ＥＲへの液体の侵入が効果的に防がれる。
【００３０】
また、底壁部１Ａ１の表面１Ａ１ｆが給排部１Ａ５の開口１Ａ５ａの側から側壁部１Ａ３
の側に向かうにつれて天井壁部１Ａ２に近づくように傾斜しているので、細胞収容容器１
が水平面に載置され底壁部１Ａ１および天井壁部１Ａ２が水平に延びている状態において
、内部空間ＳＰの主空間ＳＰ１に収容された液体を給排部１Ａ５から排出する場合に、当
該液体が給排部１Ａ５から良好に排出され得る。
【００３１】
（第２の実施形態）
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第２の実施形態に係る細胞収容容器１の構成を、図１６～図２９に示す。図１６は、第２
の実施形態に係る平面側前方斜視図である。図１７は、第２の実施形態に係る平面側後方
斜視図である。図１８は、第２の実施形態に係る右側面図である。図１９は、第２の実施
形態に係る左側面図である。図２０は、第２の実施形態に係る平面図である。図２１は、
第２の実施形態に係る底面図である。図２２は、第２の実施形態に係る正面図である。図
２３は、第２の実施形態に係る背面図である。図２４は、第２の実施形態に係る底面側後
方斜視図である。図２５は、第２の実施形態に係る底面側前方斜視図である。図２６は、
第２の実施形態に係るＤ－Ｄ，Ｅ－Ｅ部分における拡大Ｃ－Ｃ断面図である。図２７は、
第２の実施形態に係るＤ－Ｄ部分における拡大Ｂ－Ｂ断面図である。図２８は、第２の実
施形態に係るＡ－Ａ断面図である。図２９は、第２の実施形態に係る内部空間の側におけ
る底壁部の表面の形状を示す図である。
【００３２】
第２の実施形態と第１の実施形態との違いは、底壁部１Ａ１の構成（表面１Ａ１ｆの構成
）の違いのみであり、その他については、第１の実施形態と第２の実施形態とは同じ構成
を備える。第２の実施形態において、図２１、図２４、図２５、図２８、図２９に示すよ
うに、底壁部１Ａ１の表面１Ａ１ｆは、三つの表面領域（表面領域ＰＥ２ａ、表面領域Ｐ
Ｅ２ｂ、表面領域ＰＥ２ｃ）に区分けされ得る。第２の実施形態において、表面１Ａ１ｆ
は、表面領域ＰＥ２ａ、表面領域ＰＥ２ｂ、表面領域ＰＥ２ｃを備える。表面領域ＰＥ２
ａ、表面領域ＰＥ２ｂ、表面領域ＰＥ２ｃのそれぞれは、平坦であり、給排部１Ａ５の側
から側壁部１Ａ３の側に向かうにつれて天井壁部１Ａ２に近づくように傾斜していること
ができる。表面１Ａ１ｆは、４つ以上の複数の表面領域に区分けされることも可能である
。表面１Ａ１ｆを多面に区画することで、主空間ＳＰ１の液体収容容積を大きく確保する
ことができる。なお、底壁部１Ａ１の表面１Ａ１ｆのうち天井壁部１Ａ２から最も離れた
領域（細胞収容容器１が平置きされた状態においては、底壁部１Ａ１の表面１Ａ１ｆのう
ち最も低い領域）と給排部１Ａ５とが接続されればよく、例示の実施形態に限られず変形
可能である。表面１Ａ１ｆは、曲面であることも可能である。この場合、当該曲面は、給
排部１Ａ５の側から側壁部１Ａ３の側に向かうにつれて天井壁部１Ａ２に近づくように傾
斜している。図１５に示す構成は、第２の実施形態においても適用される。
【００３３】
図３０、図３１、図３２、図３３を参照して、第１の実施形態について、総括的に説明す
る。図３０は、第１の実施形態に係る参考底面側後方斜視図である。図３１は、第１の実
施形態に係るＤ－Ｄ，Ｅ－Ｅ部分における参考拡大Ｃ－Ｃ断面図である。図３２は、第１
の実施形態に係るＤ－Ｄ部分における参考拡大Ｂ－Ｂ断面図である。図３３は、第１の実
施形態に係る参考Ａ－Ａ断面図である。図３４、図３５、図３６、図３７を参照して、第
２の実施形態について、総括的に説明する。図３４は、第２の実施形態に係る参考底面側
後方斜視図である。図３５は、第２の実施形態に係るＤ－Ｄ，Ｅ－Ｅ部分における参考拡
大Ｃ－Ｃ断面図である。図３６は、第２の実施形態に係るＤ－Ｄ部分における参考拡大Ｂ
－Ｂ断面図である。図３７は、第２の実施形態に係る参考Ａ－Ａ断面図である。
【００３４】
意匠に係る物品の説明：本物品（一実施形態に係る細胞収容容器１であり以下同様）は、
細胞培養容器において培養された細胞を回収するための細胞収容容器である。本物品は、
通気部によって気圧が調節されることにより、培地、培養液、細胞懸濁液の給排が給排部
を介して行われる。本物品は、隔壁部だけでなく、天井壁部に突起部を設けることで隙間
をより微小化し、通気部の気圧を調整する機能を保ちつつも、培地、培養液、細胞懸濁液
の通気部への流入を抑制することができる。本物品は、底壁部の上面部が複数の表面領域
に区分けされ、背面側壁部から給排部側に向かって下に傾斜している。本物品は、底壁上
面部の傾斜によって、本物品が水平面に載置された状態において、収容された培地、培養
液、細胞懸濁液を給排部から排出することができる。
【００３５】
意匠の説明：本物品は、全体が透明である。
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【００３６】
以上、好適な実施の形態において本発明の原理を図示し説明してきたが、本発明は、その
ような原理から逸脱することなく配置および詳細において変更され得ることは、当業者に
よって認識される。本発明は、本実施の形態に開示された特定の構成に限定されるもので
はない。したがって、特許請求の範囲およびその精神の範囲から来る全ての修正および変
更に権利を請求する。
【符号の説明】
【００３７】
１…細胞収容容器、１Ａ…収容部、１Ａ１…底壁部、１Ａ１ｆ…表面、１Ａ２…天井壁部
、１Ａ３…側壁部、１Ａ４…隔壁部、１Ａ４ａ…端辺部、１Ａ４ｂ…端辺部、１Ａ４ｃ…
端辺部、１Ａ４ｄ…端辺部、１Ａ４ｆ…表面、１Ａ５…給排部、１Ａ５ａ…開口、１Ａ５
ｂ…開口、１Ａ６…通気部、１Ａ６ａ…開口、１Ａ６ｂ…開口、１Ａ７…突起部、１Ｂ…
枠部、１Ｂ１…底部、１Ｂ２…壁部、ＥＲ…隔離領域、ＰＥ１ａ…表面領域、ＰＥ１ｂ…
表面領域、ＰＥ２ａ…表面領域、ＰＥ２ｂ…表面領域、ＰＥ２ｃ…表面領域、ＳＰ…内部
空間、ＳＰ１…主空間、ＶＤ１…隙間領域、ＶＤ２…隙間領域。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】



(20) JP 6933802 B2 2021.9.8

10

フロントページの続き

    審査官  福澤　洋光

(56)参考文献  特開２０１４－１９７９８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１６０４５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－１８６４８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１６－１３６９２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０３４０７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１７／１１１０５４（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１４－０６４４７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００１／００５５８０３（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ１２Ｍ　１／００－　３／００
              ＣＡ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＢＩＯＳＩＳ／ＷＰＩＤＳ（ＳＴＮ）
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
              ＰｕｂＭｅｄ


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

